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   北海道南幌高等学校「学校いじめ防止基本方針」 

                               

１ いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針 

（基本理念） 

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な

成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険

を生じさせる恐れがある。いじめは、どの学年、どの生徒にも起こりうるものであること

から、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」であっても「暴力を伴ういじめ」

とともに生命または心身に重大な危険を生じさせうるとの認識に立ち、すべての生徒が安

心で充実感が得られる学校生活となるよういじめ防止に向けて生徒の理解を深めるととも

に対策を立てる。 

（いじめの禁止） 

生徒はいかなる理由があっても、いじめを行ってはならない。 

（学校及び職員の責務） 

すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者だけ

でなく関係機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むと

ともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止

に努める。 

 

２ いじめの防止等のための対策の基本となる事項 

（１） 基本施策 

   ① 学校におけるいじめの防止 

ア いじめは絶対に許されるものではない、という強い意志を持って対応する。 

イ いじめを許さない、見過ごさない姿勢づくりに努める。 

ウ すべての教育活動をとおして生徒にいじめの防止の理解を深めさせるとともに

各種の取組を行い啓発に努める。 

エ いじめを防止するため保護者・地域住民、その他関係機関との連携を深め、い

じめ防止に向けての生徒の自主的活動を支援する。 

オ いじめと総称される様々な行為を暴力、脅迫、誹謗中傷、強要など学校生活の

安心を妨げる重大事案と捉え、十分な確認のもとに毅然と対応する。 

   ② いじめの早期発見のための措置 

ア いじめの調査等 

いじめまたはいじめと疑われる行動を早期に発見するため、在籍する生徒に対し

て、次のことを実施する。 

・いじめアンケート調査（年２回）  〔5月、11月 ：随時〕 

・個人相談   〔随時〕 

イ  休み時間の校内巡回 

ウ 教科担任会議での情報共有 

エ 学校生活に係る相談体制 

生徒及び保護者が、いじめだけでなく学校生活に係る相談を行うことができるよ

う相談体制の整備を行う。 

・教育相談窓口（担任→各分掌：生徒指導部・教務部・進路指導部） 

   ③ インターネット等によるいじめへの対策 

発信される情報の即時性や広範性、発信元の匿名性などインターネットやスマー

トフォンなど情報機器の特性を踏まえて、次のことを実施する。 

ア 各種情報手段によるいじめを防止し及び効果的に対処できる姿勢を身につけ
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るように生徒・保護者に対する啓発活動として外部講師を招き、インターネッ

トや携帯電話の情報モラル研修会等を行う。 

イ 生徒指導部によるネットパトロールを恒常的に実施する。 

ウ 不適切な書き込みが発見された場合は、速やかに削除を求めるなど必要な指

導措置を講ずる。必要に応じて警察に通報し、援助を求める。 

 

（２） いじめ防止等に対する措置 

   ① いじめの防止等のための組織 

いじめの防止等のため、次のことを生徒指導部が実効的に行う。 

     ア いじめの未然防止に関すること 

     イ いじめの早期発見に関すること 

     ウ いじめ事案への対応に関すること 

   ② いじめに対する措置 

ア いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実の確認を行う。 

イ いじめの事案が確認された場合は、いじめをやめさせるとともにその再発を防

止するため、いじめの被害を受けた生徒・保護者への支援と連携を図り学校の取

組について情報を伝える。 

ウ いじめを行った生徒への指導とその保護者に対する事実の説明を行い、指導に

対する協力を求め、再発防止に努める。 

ウ いじめ受けた生徒等が安心して学校生活を送るために必要があると認められた

ときは、保護者との連携を図りながら一定期間別室等において学習を行わせる措

置を講ずる。 

エ いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめに係る情報を関係

保護者と共有するための措置を講ずる。 

オ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、北海道教育委員会に報告

するとともに警察等の関係機関との連携を図りながら対処する。 

（３） 重大事態への対処 

生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や相当の期間学校を欠席することを

余儀なくされている場合には、次の対処を行う。 

   ① 重大事態が発生した旨を、北海道教育委員会に速やかに報告する。 

   ② 北海道教育委員会と協議の上、当該事態に対処する方針を決定する。 

   ③ 事実関係を明確にするための調査を実施する。 

   ④ 調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者、関係機関へ事実関係その他

の必要な情報を適切に提供する。 


